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　9 月 29 日、豊頃中学校で第 43 回文化祭が開催
されました。生徒たちによる司会進行のもと、吹奏
楽部の演奏に始まり、ステージ企画、学級発表、合
唱コンクールなどでステージを盛り上げました。ま
た、企画ごとにそれぞれ目標が掲げられ、積極的に
取り組む姿が印象的でした。
　生徒たちが作成した作品展示や学級制作した貼り
絵、縁日が行われたほか、校内には生徒たちのこれ
までの学習の様子などがわかるものも多く、保護者
らも興味深げに見学していました。
　最後に行われた合唱コンクールでは、課題曲と自
由曲の 2 曲を披露し審査を行い、全校合唱で閉会
しました。

豊頃中学校文化祭

豊頃ランバーズ北海道大会出場挨拶

　10 月 3 日、バレーボール少年団「豊頃ランバーズ」
がななかまど杯第 23 回北海道バレーボール大会へ
出場するため、山本教育長のもとへ挨拶に訪れまし
た。出場に際し選手らは「声を出してボールをつな
ぎ、楽しんで笑顔で試合をしたい。2 年前に先輩が
出場したときには準優勝だったことから、その上を
目指すことができれば」と意欲を語りました。
　それを受けた山本教育長は「苦手な部分を克服す
るために練習に励んでいると思うが、けがのないよ
うに試合に臨んでほしい」と激励しました。

　9 月 28 日、大津小学校の児童 6 名が総合学習の
一環で、マツカワの放流を行いました。放流する魚
へ標識を付けた後、放流体験をします。この体験を
通し、資源維持の大切さや命の尊さを体感すること
を目的としており、毎年、大津漁業協同組合の協力
を得て行っています。児童たちは大津漁港内にある

施設で職員から指導
を受けながら、マツ
カワの稚魚へ標識を
付けたあと漁港内へ
放流しました。

大津小でマツカワの放流体験

国民年金からのお知らせ

問合せ先 　帯広年金事務所（帯広市西 1 条南 1 丁目）☎ 0155（65）5003
　役場住民課戸籍年金係　☎（574）2213
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控除証明書専用ダイヤル
 ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

<専用ダイヤル電話番号>
℡０５７０（００３）００４　（ナビダイヤル）

※自動音声でご案内します。自動音声に従って「３」を押してください。
※通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話等

の場合は通常の通話料金がかかります。
※０５０で始まる電話でおかけの場合は、「０３（６６３０）２５２５」へお電話ください。こち

らの番号からおかけになる場合は通常の通話料金がかかります。

<受付期間 >
平成３０年１１月１日（木）～  平成３１年３月１５日（金）

<受付時間 >
●月曜日～金曜日　８：３０～１９：００

　　　　　　　　　　　　　　※祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。
●第２土曜日　９：００～１７：００

　国民年金保険料は所得税法および
地方税法上、健康保険や厚生年金な
どの社会保険料を納めた場合と同様
に、社会保険料控除としてその年の
課税所得から控除され、税額が軽減
されます。
　控除の対象となるのは、平成30年
１月から12月までに納められた保険
料の全額です。過去の年度分や追納
された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけでな
く、ご家族（配偶者やお子様等）の
負担すべき国民年金保険料を支払っ
ている場合、その保険料も合わせて
控除が受けられます。
　なお、平成30年中に納付した国民
年金保険料について、社会保険料控
除を受けるためには、年末調整や確
定申告を行うときに、領収証書など

保険料を支払ったことを証明する書
類の添付が必要となります。このた
め、平成30年１月１日から10月1日
までの間に国民年金保険料を納付さ
れた方には、11月上旬に日本年金
機構から「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が送られますの
で、申告書の提出の際には必ずこの
証明書または領収証書を添付してく
ださい。（平成30年10月2日から12月
31日までの間に、今年はじめて国民年
金保険料を納められた方は、翌年の２
月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、
老後はもちろん不慮の事故など万一
のときにも強い味方となる制度で
す。保険料は納め忘れのないよう、
きちんと納めましょう。

年金相談・手続きの際はご予約を！

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きにつ
いて「事前予約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」
を、ぜひご利用ください。
●予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。
●お申込の際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）
　をご用意ください。

予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ！
０５７０ - ０５ - ４８９０　月～金曜（平日）8：30～17：15

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
は
る
に
れ
は
見
て
い
た

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


